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○松本市上下水道局最低制限価格制度実施要綱 

平成２０年５月３０日 

上下水道局告示第１４号 

改正 平成２２年３月３１日上下水道局告示第８号 

平成２３年３月３１日上下水道局告示第５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）

第１６７条の１０第２項（政令第１６７条の１３において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定に基づき、松本市上下水道局（以下「上下水道局」という。）が発注する建

設工事の競争入札に最低制限価格を設けることについて必要な事項を定めることを目的

とする。 

（準用規定） 

第２条 上下水道局が実施する最低制限価格制度の実施については、松本市最低制限価格制

度実施要綱（平成２０年告示第３４０号）を準用する。この場合において、本則中「市長」

とあるのは「水道事業及び公共下水道事業の管理者」と、「本市」とあるのは「松本市上

下水道局」と、「契約管財課長等」とあるのは「総務課長等」と、「契約管財課長」とあ

るのは「総務課長」と、第２条中「松本市財務規則（平成３年規則第１０号。以下「規則」

という。）第１０７条」とあるのは「松本市上下水道局の契約に関する規程（平成１０年

上下水道局管理規程第１６号。以下「規程」という。）第６条」と、第３条第３項及び第

４条第３項中「規則第１０９条」とあるのは「規程第６条」と、第５条中「規則第１０６

条」とあるのは「規程第４条」と、「規則第１１７条第２項」とあるのは「規程第１７条

第２項」と、第７条中「松本市入札結果等公表要綱（平成１１年告示第９５号。以下「公

表要綱」という。）」とあるのは「松本市上下水道局入札結果等公表要綱（平成１１年上

下水道局告示第１３号。以下「上下水道局公表要綱」という。）」と、「公表要綱第３条

に規定する」とあるのは「上下水道局公表要綱の規定による」と読み替えるものとする。 

附 則 

この告示は、平成２０年６月１日から施行し、同日以後に入札の公告又は通知に係るもの

から適用する。 

附 則（平成２２年３月３１日上下水道局告示第８号） 

（施行期日） 

この告示は、平成２２年３月３１日から施行する。 
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附 則（平成２３年３月３１日上下水道局告示第５号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告又は通知に係る

ものから適用する。 

 


